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（
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
の
十
四
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
の
組
合
員
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
も
つ
て
す
る
議
決
権
の
行

使
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
者
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
律
第
三
十
七
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
民
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
八
十
六
条
の
見
出
し
中
「
交
付
請
求
」
を
「
交
付
請
求
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

弁
済
を
す
る
者
は
、
前
項
の
受
取
証
書
の
交
付
に
代
え
て
、
そ
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
弁
済
を
受
領
す
る
者
に
不
相
当
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
九
百
八
十
四
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
百
六
十
九
条
第
四
号
又
は
第
九
百
七
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
遺
言
者
及
び
証
人
は
、
第
九
百
六
十
九
条
第
四
号
又
は
第
九
百
七
十
条
第
一
項
第
四
号
の
印
を
押
す
こ
と
を

要
し
な
い
。

（
抵
当
証
券
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
記
載
シ
申
請
人
之
ニ
記
名
捺
印
ス
ル
」
を
「
記
載
ス
ル
」
に
改
め
る
。

（
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
署
名
捺
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
中
「
記
名
捺
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
署
名
し
印
を
お
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
条
の
十
八
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

前
項
の
構
成
員
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
表
決
に
代
え
て
、
電

磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
表
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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５

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
を
除
く
。）に

よ
る
提
供
は
、
理
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
理
事

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
建
築
士
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
条
の
三
第
三
項
中
「
記
名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
」

を
「
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に

代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
契
約
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事

監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
五
項
中
「
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

管
理
建
築
士
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

建
築
主
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
管
理
建
築
士
等
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
四
条
の
八
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
委
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
商
品
先
物
取
引
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
議
決
権
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
」
を
「
電
磁
的
方
法
に
よ
り
議
決
権
を
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
八
条
第
九
項
中
「
議
決
を
す
る
」
を
「
議
決
権
を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
三

項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
八
項
、
第
九
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、

同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10

前
項
の
加
入
予
定
者
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
も
つ
て
す
る
議
決
権

の
行
使
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

11

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
者
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。

第
二
百
九
十
三
条
第
二
項
中
「
議
決
を
す
る
」
を
「
議
決
権
を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を

「
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
会
員
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
も
つ
て
す
る
議
決
権
の
行
使

に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
者
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。

（
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、「
記
載
し
、
申
請
人
又
は
代
理
人
が
こ
れ
に
署
名
押
印
し
な
け

れ
ば
」
を
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
申
請
人
」
の
下
に
「
及
び
代
理
人
」
を
加
え
、
同
項

中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
四
項
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
第
百
四
十
五
条
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
中
「
提
出
し
て
」
を
「
提
出
し
、
又
は
提
供
し
、」に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
見
出
し
を「（
決
算
報
告
）」に
改
め
、
同
条
中
「
決
算
報
告
書
」
を
「
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
算
報
告
」
に
、「
提
出
し
て
」
を
「
提
出
し
、
又
は
提
供
し
、」に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
「
決
算
報
告
書
」
を
「
決
算
報
告
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
第
九
号
中
「
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
」
を
「
の
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
し
、
若
し

く
は
記
録
す
べ
き
」
に
改
め
、「
記
載
せ
ず
」
の
下
に
「
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
」
を
、「
の
記
載
」
の
下
に
「
若
し
く

は
記
録
」
を
加
え
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

11

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
一
項
の
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
依
頼
者
の
承

諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
つ
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
記
名
押
印
に
代
わ
る

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
書
面
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

12

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
引
渡
し
に
代
え
て
、政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

依
頼
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
お
い
て
証
さ
れ
る
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
書

面
を
引
き
渡
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
記
名

押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
記
名
さ
せ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
、
第
二
項
に
規
定
す
る
宅
地
若
し
く
は

建
物
の
割
賦
販
売
の
相
手
方
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
売
買
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
宅
地
建
物
取
引
士
に
、

当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
代
わ
る
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
士
に
当
該
書
面
を
交
付
さ
せ
た
も
の
と
み
な
し
、同
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

９

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一

項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
で
あ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
に
規
定
す
る
宅
地
若
し
く
は
建
物
の
割
賦
販
売
の
相
手
方
で
あ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
代
わ

る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。
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